


















































地域、患者、職員にとって舞子になくてはならない病院となります



















医療 地域 安心
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◆◆◆入院費用とお支払いについて◆◆
入院費用の計算締め日は、月末としております。請求書は翌月１５日頃に、お知らせ

いたします。退院日には当日もしくは前日に精算いたします。１階の受付会計係でお

支払い下さいますようお願いします。入院中のお支払いはできるだけ３日以内でお願

いします。振込みでもお受けいたします。詳しくは病棟事務担当に相談ください。

自己負担限度額について（70歳未満の方の区分）

※総医療費とは保険適用される診察費用の総額（10割）です。

※療養を受けた月以前の１年間に、３ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、

　４ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

70歳以上の方の区分

低所得者Ⅱ 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

一般所得者 Ⅱ  57,600円

一般所得者 Ⅰ  57,600円

現役並みⅡ
167,400円＋(総医療費※1－

558,000円)×1％
93,000円

現役並みⅠ
80,100円＋(総医療費※1－

267,000円)×1％
44,400円

所得区分 自己負担限度額 多数該当

現役並みⅢ
252,600円＋(総医療費※1－

842,000円)×1％
140,100円

④区分エ  57,600円 44,400円

⑤区分オ（低所得者） 35,400円 24,600円

②区分イ
167,400円＋(総医療費※1－558,000

円)×1％
93,000円

③区分ウ
80,100円＋(総医療費※1－267,000

円)×1％
44,400円

所得区分 自己負担限度額 多数該当

①区分ア
252,600円＋(総医療費※1－842,000

円)×1％
140,100円



◆◆◆入院したときの食事代◆◆◆

入院したときの食事代は、所得区分に応じて以下の食事療養標準負担額を自己

負担します。

低所得者１・２の方が食事代の減額を受けるためには限度額認定証を入院時に

医療機関に提示する必要があります。

療養病床に入院したときの居住費

高額な医療費を支払ったとき

高額療養費とは、同一月（１日から月末まで）にかかった医療費の自己負担が

高額になった場合、一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が、あとで払い

戻される制度があります。健康保険組合や区役所にて、ご確認ください。

取り扱い可能クレジットカードは以下の通りです。

（JCB　VISA　MASTERカード）

※※※請求上限額確認のため月に１回保険証を提示してください※※※

低所得者２
　９０日までの入院 370円

　９０日を超える入院 370円

低所得者１ 370円

2025年4月1日改定

所得区分 １食あたりの食事代

現役並み所得者
　一般 510円

　指定難病患者等 300円

食事療養標準負担額

190円

　指定難病患者等 300円

低所得者１ 110円

低所得者２
　９０日までの入院 240円

　９０日を超える入院

所得区分 １日あたりの居住費

現役並み所得者
　一般 370円


